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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の時間範囲を選択する選択操作が入力される入力部と、
前記時間範囲に対応する機器の電力履歴を表示する表示部と、
を備え、
前記表示部は、選択操作によって入力された前記時間範囲が所定時間以下の場合に前記電
力履歴を折れ線グラフで表示し、当該時間範囲が所定時間よりも大きい場合に前記電力履
歴を棒グラフで表示する、
表示装置。
【請求項２】
所定の時間範囲を選択する選択操作入力を受信する受信部と、
前記時間範囲に対応する機器の電力履歴の表示画像を作成する制御部と、
を備える管理装置であって、
前記制御部は、選択操作によって入力された前記時間範囲が所定時間以下の場合に前記表
示画像として折れ線グラフ画像を作成し、当該時間範囲が所定時間よりも大きい場合に前
記表示画像として棒グラフ画像を作成する
管理装置。
【請求項３】
選択された時間範囲に対応する、機器の電力履歴の表示画像を作成する制御部を備える管
理装置であって、



(2) JP 6374568 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

前記制御部は、選択された前記時間範囲が所定時間以下の場合に前記表示画像として折れ
線グラフ画像を作成し、当該時間範囲が所定時間よりも大きい場合に前記表示画像として
棒グラフ画像を作成する
管理装置。
【請求項４】
所定の時間範囲を選択する選択操作の入力を検出するステップと、
前記時間範囲に対応する機器の電力履歴を表示するステップと、
選択操作によって入力された前記時間範囲が所定時間以下の場合に前記電力履歴を折れ線
グラフで表示し、当該時間範囲が所定時間よりも大きい場合に前記電力履歴を棒グラフで
表示するステップと、
を備える、表示方法。
【請求項５】
所定の時間範囲を選択する選択操作が入力される入力部と、
前記時間範囲に対応する機器の電力履歴を表示する表示部と、
を備え、
前記表示部は、選択操作によって入力された前記時間範囲が所定時間以下の場合に前記電
力履歴を折れ線グラフで表示し、当該時間範囲が所定時間よりも大きい場合に前記電力履
歴を棒グラフで表示する、
コンピュータを機能させるプログラム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変量を監視および制御する管理装置、表示装置、当該表示装置の表示方法、
および当該管理装置を機能させる画像作成プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、需要家毎に設けられる電力管理装置（例えば、ＨＥＭＳ；Ｈｏｍｅ　Ｅｎｅｒｇ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）によって、需要家に設けられる負荷機器や需
要家に設けられる分散電源などを制御する技術が知られている（特許文献１参照）。電力
管理装置は、電力管理装置が制御または監視する負荷機器の消費電力量、分散電力の発電
電力量、および商用電源からの供給電力量などの様々な電力量の時間変化を示すグラフ画
像を作成可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３０９９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の電力管理装置が作成するグラフ画像は時間範囲が固定的である一方で、時間範囲
を自由に変更可能なグラフ画像の作成が求められている。ところが、時間範囲を変更する
場合に、適切な単位で電力が表示されているわけでなかった。
【０００５】
　したがって、かかる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、電力制御システムのように
エネルギーの需給状態を制御および管理するシステムにおいて、多様な変量の履歴を示す
グラフ画像の時間範囲の切替時に、適切な単位を用いたグラフ画像を作成する管理装置、
表示装置、表示方法、および画像作成プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上述した諸課題を解決すべく、第１の観点による管理装置は、
　変量の履歴を表示しているグラフ画像に対して表示対象とする時間範囲を変更する入力
を受信する受信部と、
　時間範囲を変更する入力の受信時に時間範囲を閾値と比較し、時間範囲が閾値を越える
ときに変量の積算値を用いて前記グラフ画像を作成し、時間範囲が閾値未満であるときに
は変量の瞬時値を用いてグラフ画像を作成する制御部とを備える
　ことを特徴とするものである。
【０００７】
　また、当該管理装置は、前記制御部は、グラフ画像の種類が、積算値を用いたときおよ
び瞬時値を用いたときの間で異なるように作成することが好ましい。
【０００８】
　また、当該管理装置は、閾値を変更可能であることが好ましい。
【０００９】
　また、当該管理装置は、閾値の変更は所定の範囲内で可能であることが好ましい。
【００１０】
　また、第２の観点による表示装置は、変量の履歴を示すグラフ画像を表示部と、グラフ
画像に対して表示対象とする時間範囲を変更する入力を検出する入力検出部と、時間範囲
を変更する入力の検出時に時間範囲を閾値と比較し、時間範囲が閾値を越えるときに変量
の積算値を用いたグラフ画像を表示し、時間範囲が閾値未満であるときには変量の瞬時値
を用いたグラフ画像を表示する制御部とを備えることを特徴としている。
【００１１】
　また、当該表示装置は、入力検出部はマルチタップを検出可能なタッチパネルであり、
マルチタップした２点の間隔を変えることにより時間範囲を変更可能であることが好まし
い。
【００１２】
　上述したように本発明の解決手段を装置として説明してきたが、本発明はこれらに実質
的に相当する方法、プログラム、プログラムを記録した記憶媒体としても実現し得るもの
であり、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。
【００１３】
　例えば、本発明の第１の観点を方法として実現させた表示方法は、変量の履歴を示すグ
ラフ画像を表示する第１の表示ステップと、グラフ画像に対して表示対象とする時間範囲
を変更する入力を検出するステップと、変更された時間範囲閾値と比較する比較ステップ
と、時間範囲が閾値を越えるときに変量の積算値を用いてグラフ画像を作成し、時間範囲
が閾値未満であるときには変量の瞬時値を用いてグラフ画像を作成する作成ステップと、
作成したグラフ画像を表示する第２の表示ステップとを備えることを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明の第１の観点をプログラムとして実現させた画像作成プログラムは、変量
の履歴を表示しているグラフ画像に対して表示対象とする時間範囲を変更する入力を検出
する入力検出部と、時間範囲を変更する入力の検出時に時間範囲を閾値と比較し、時間範
囲が閾値を越えるときに変量の積算値を用いてグラフ画像を作成し、時間範囲が閾値未満
であるときには変量の瞬時値を用いてグラフ画像を作成する制御部としてコンピュータを
機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
　上記のように構成された本発明に係る管理装置、表示装置、表示方法、および画像作成
プログラムによれば、エネルギー量の時間変動を示すグラフ画像の時間範囲の切替時に、
適切な種類のエネルギー量を用いたグラフ画像を作成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る管理装置を含む電力制御システムの概略構成を示
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すブロック図である。
【図２】図１における表示装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１における管理装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図４】特定の日付における商用電源からの電力の供給量の履歴を瞬時値で示すグラフ画
像である。
【図５】特定の月における商用電源からの電力の供給量の履歴を積算値で示すグラフ画像
である。
【図６】閾値設定用の画像である。
【図７】第１の実施形態において管理装置の制御部が実行する時間範囲の変更処理を示す
フローチャートである。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る管理装置を含む電力制御システムの概略構成を示
すブロック図である。
【図９】図８における管理装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】図８における管理装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１１】第２の実施形態において管理装置の制御部が実行する時間範囲の変更処理を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１８】
　まず、第１の実施形態に係る管理装置を含む電力制御システムについて説明する。本実
施形態に係る電力制御システムは、電力系統（商用電源）から供給される電力の他に、例
えば太陽光発電などによって電力を供給するシステム、および電力を充放電することがで
きる蓄電池システムのうち少なくとも一方を備えるようにするのが好適である。
【００１９】
　また、電力を供給するシステムは、太陽光発電によって電力を供給するシステムに限定
されるものではなく、例えばＳＯＦＣなどの燃料電池を含む燃料電池システムなど、種々
の発電システムとすることができる。以下説明する本実施形態においては、発電システム
として太陽光発電システムを備え、さらに蓄電池システムとして蓄電部を備える例につい
て説明する。
【００２０】
　図１は、本実施形態に係る電力制御システムの概略構成を示す機能ブロック図である。
図１に示すように、本実施形態に係る電力制御システム１０は、表示装置１１、管理装置
１２、スマートメータ１３、パワーコンディショナ１４、太陽光発電システム１５、およ
び蓄電部１６を含んで構成される。
【００２１】
　図１において、各機能ブロックを結ぶ実線は、電力の流れを表す。また、図１において
、各機能ブロックを結ぶ破線は、制御信号または通信される情報の流れを表す。当該破線
は有線としてもよいし、無線としてもよい。
【００２２】
　制御信号および情報の通信には、様々な方式を採用可能である。例えば、管理装置１２
と、表示装置１１、スマートメータ１３、およびパワーコンディショナ１４との通信には
、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）などの近距離通信方式による通信を採用することができる。
また、管理装置１２と負荷機器１８との通信には、赤外線通信、電力線搬送通信（ＰＬＣ
；Ｐｏｗｅｒ　Ｌｉｎｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＺｉｇＢｅｅなど、種々の方
式による通信を採用することができる。
【００２３】
　電力制御システム１０は、商用電源５０から供給される電力の他、太陽光発電システム
１５が発電する電力、および蓄電部１６に充電された電力のうち放電された電力を、負荷
機器１８に供給可能である。



(5) JP 6374568 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

【００２４】
　表示装置１１は、管理装置１２による電力の制御状態を表示する。表示装置１１の構成
についての詳細は後述する。
【００２５】
　管理装置１２は、図１に示す電力制御システムにおける各機器の電力を制御および管理
する。管理装置１２の構成についての詳細は後述する。
【００２６】
　スマートメータ１３は、商用電源５０に接続されて、商用電源５０から供給される電力
を計測する。また、スマートメータ１３は、パワーコンディショナ１４にも接続されて、
太陽光発電システム１５が発電して電力会社に売電する電力を計測する。スマートメータ
１３は、計測した電力を、管理装置１２に通知可能である。
【００２７】
　また、スマートメータ１３は、系統ＥＭＳ（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）６０から、例えば電力に関する予測などの情報を受信可能である。ここで、
系統ＥＭＳ６０は、電力に関する各種の予測および制御などを行う設備であり、一般的に
は、例えば電力会社などに設置される。系統ＥＭＳ６０は、例えばＭＤＭＳ（メータデー
タマネジメントシステム）を構成するものを採用可能である。この系統ＥＭＳ６０は、各
種の電力に関する情報を記憶するデータベース６１を有しており、スマートメータ１３が
計測した結果の情報を収集して蓄積することもできる。また、系統ＥＭＳ６０は、ネット
ワーク７０に接続可能である。
【００２８】
　パワーコンディショナ１４は、太陽光発電システム１５および蓄電部１６から供給され
る直流の電力を、交流の電力に変換する。パワーコンディショナ１４は、変換した交流の
電力を、分電盤１７を介して各負荷機器１８に供給する。また、パワーコンディショナ１
４は、太陽光発電システムが発電した電力に余剰がある場合には、変換した交流の電力を
、電力会社に売電することもできる。また、パワーコンディショナ１４は、商用電源５０
から供給される交流の電力を、蓄電部１６に充電するための直流の電力に変換可能である
。
【００２９】
　太陽光発電システム１５は、太陽光を利用して発電する。このため、太陽光発電システ
ム１５は、太陽電池を備えており、太陽光のエネルギーを直流の電力に変換する。本実施
形態において、太陽光発電システム１５は、例えば家の屋根などにソーラパネルを設置し
て、太陽光を利用して発電するような態様を想定している。しかしながら、本発明におい
て、太陽光発電システム１５は、太陽光のエネルギーを電力に変換できるものであれば、
任意のものを採用することができる。
【００３０】
　太陽光発電システム１５が発電する電力は、上述したように、パワーコンディショナ１
４によって交流に変換されてから、各負荷機器１８へ供給、および／または、電力会社に
売電可能である。また、太陽光発電システム１５が発電した電力により、蓄電部１６が充
電可能であってもよく、さらには直流のまま負荷機器１８に供給される構成であってもよ
い。
【００３１】
　蓄電部１６は、蓄電池を備えており、この蓄電池に充電された電力を放電することによ
り、電力を供給可能である。また、蓄電部１６は、商用電源５０または太陽光発電システ
ム１５等から供給される電力を充電可能である。図１に示すように、蓄電部１６から放電
される電力も、各負荷機器１８に供給可能である。
【００３２】
　分電盤１７は、供給される電力を、各負荷機器１８に分配する。
【００３３】
　図１において、電力制御システム１０に接続される負荷機器は、任意の数とすることが
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できる。これらの負荷機器１８は、例えば、テレビ、エアコン、冷蔵庫など、種々の電化
製品である。これらの負荷機器は分電盤１７を介してパワーコンディショナ１４に接続さ
れて、電力が供給される。
【００３４】
　次に、本実施形態に係る表示装置１１について、さらに説明する。
【００３５】
　図２は、本実施形態に係る表示装置の概略構成を示す機能ブロック図である。表示装置
１１は、専用に設計された端末とする他、パソコン（ＰＣ）、ノートパソコン、またはタ
ブレットＰＣなどにアプリケーションソフトウェアをインストールしたものとするなど、
各種の端末とすることができる。表示装置１１は、表示部１９、入力検出部２０、制御部
２１、およびインターフェース２２を含んで構成される。
【００３６】
　表示部１９は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または有機ＥＬディスプレイ等によ
り構成することができる。また、本実施形態において、表示部１９は、単色表示またはグ
レイスケールによって表示するものを用いることもできるが、一般のユーザが一見して容
易に把握できるような態様で表示を行うために、カラー表示に対応したものを用いるのが
好適である。
【００３７】
　表示部１９は、管理装置１２が監視可能な各機器の電力を表示する。表示される電力は
、例えば、商用電源５０からの電力の供給量、電力会社への売電量、太陽光発電システム
１５による発電量、蓄電部１６への蓄電量、および各負荷機器１８への電力の供給量など
である。表示部１９は、これらの電力の履歴をグラフ状に表示することも可能である。ま
た、表示部１９は、管理装置１２の有する機能を実行させるための様々な入力を受付ける
ための画像を表示可能である。
【００３８】
　入力検出部２０は、表示部１９における表示に対応する入力を検出する。入力検出部２
０は、例えばタッチパネルであり、ユーザが指などにより直接触れる操作を検出可能であ
る。また、入力検出部２０は、マルチタップ、すなわち、入力検出部２０の接触検出面上
の複数の箇所への接触を検出可能である。
【００３９】
　タッチパネルは透過性の部材により形成され、表示部１９の前面に重ねて配置される。
このような構成により、表示部１９に表示したアイコンのオブジェクトなどへの接触を検
出可能である。したがって、このような構成のタッチパネルによる入力検出部２０は、ユ
ーザに直感的な操作性を提供可能である。
【００４０】
　制御部２１は、表示装置１１を構成する各機能部を制御することにより、表示装置１１
全体を制御および管理する。制御部２１による、本実施形態に特有の制御については後述
する。
【００４１】
　インターフェース２２は、例えば管理装置１２と無線通信を行う。すなわち、インター
フェースは管理装置１２に制御信号および／または情報を送信するとともに、管理装置１
２からの制御信号および／または情報を受信する。インターフェース２２は、表示装置１
１が有線で管理装置１２と通信する場合は、管理装置１２に接続されたケーブルを表示装
置１１に接続するためのコネクタのレセプタクルとすることができる。
【００４２】
　次に、本実施形態に係る管理装置１２について、さらに説明する。
【００４３】
　図３は、本実施形態に係る管理装置１２の概略構成を示す機能ブロック図である。管理
装置１２は、例えばＨＥＭＳであって、受信部２３および制御部２４を含んで構成される
。
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【００４４】
　受信部２３は、例えばインターフェースであり、表示装置１１、スマートメータ１３、
パワーコンディショナ１４、および負荷機器１８との間における制御部２４からの制御信
号および様々な情報を送受信する。
【００４５】
　例えば、受信部２３は、スマートメータ１３から、商用電源５０の買電の電力および／
または売電の電力を取得可能である。さらに、受信部２３は、スマートメータ１３を介し
て例えば電力会社などから需要応答（Ｄｅｍａｎｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ：ＤＲ）の情報を
取得可能である。また、受信部２３は、パワーコンディショナ１４から、太陽光発電シス
テム１５、蓄電部１６、および商用電源５０から分電盤１７を介して負荷機器１８に供給
される電力を取得可能である。また、受信部２３は、パワーコンディショナ１４から、蓄
電部１６に充電される電力を取得可能である。また、受信部２３は、負荷機器１８の消費
電力を取得可能である。また、受信部２３は、ネットワーク７０から多様な情報を取得可
能である。
【００４６】
　さらに、受信部２３は表示装置１１から制御信号を取得可能であり、また受信部２３は
表示装置１１に電力制御システムにおける電力の制御および管理の状態を示す情報を通知
する。
【００４７】
　制御部２４は、受信部２３が取得する様々な情報に基づいて、電力制御システム１０に
おける各機器の電力を制御する制御信号および／または表示装置１１に通知する情報を生
成する。また、制御部２４は、電力制御システム１０における各機器の電力を管理するた
めに、受信部２３が取得する情報を蓄積する。
【００４８】
　制御部２４は収集した各種の情報を蓄積するために、データベース２５を有している。
データベース２５は、任意のメモリ装置などにより構成することができ、管理装置１２の
外部に接続されるようにしてもよいし、管理装置１２に内蔵されるようにしてもよい。
【００４９】
　制御部２４は、受信部２３が取得する電力の瞬時値を瞬時値のままデータベース２５に
蓄積する。また、制御部２４は、瞬時値に基づいて、電力の積算値を算出する。制御部２
４算出した積算値を、瞬時値とは別にデータベース２５に蓄積する。
【００５０】
　次に、本実施形態に係る表示装置１１による表示の具体例を説明する。前述のように、
表示装置１１は、商用電源５０および各発電装置が供給する電力、および／または各機器
に用いられる電力の履歴をグラフ状に示すグラフ画像を表示する。
【００５１】
　例えば、図４に示すように、表示装置１１は、商用電源５０からの電力の供給量の履歴
を示すグラフ画像を表示する。グラフ画像の表示中に入力検出部２０がグラフ画像上にお
けるスイープ入力、すなわち接触位置の移動入力を検出すると、表示装置１１は、グラフ
の軸を移動させて表示する。また、グラフ画像の表示中に入力検出部２０がグラフ画像上
のピンチイン／ピンチアウト入力、すなわち２箇所の接触位置を離間させる入力または接
近させる入力を検出すると、表示装置１１は、グラフ画像における表示対象とする時間範
囲を変更して表示する。
【００５２】
　グラフ画像において表示される電力は、瞬時値および積算値の一方である。表示装置１
１は検出した時間範囲を変更する入力を管理装置１２に通知する。受信部２３が表示対象
とする時間範囲を変更する入力を取得し、管理装置１２の制御部２４が時間範囲に応じて
、瞬時値および積算値のいずれの値を用いるかを決定する。
【００５３】
　制御部２４は、ピンチイン／ピンチアウト入力に対応した時間範囲を閾値と比較する。
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時間範囲が閾値を超える場合には、制御部２４は積算値を用いてグラフ画像を作成する。
一方、時間範囲が閾値未満である場合には、制御部２４は瞬時値を用いてグラフ画像を作
成する。管理装置１２は作成したグラフ画像を表示装置１１に通知し、表示部１９に表示
させる。時間範囲が閾値と一致する場合には、本実施形態においては積算値を用いてグラ
フ画像を作成するが、瞬時値を用いてグラフ画像を作成する構成であってもよい。
【００５４】
　また、制御部２４は、積算値を用いる場合には、棒グラフであるグラフ画像を作成する
（図５参照）。制御部２４は、瞬時値を用いる場合には、折れ線グラフであるグラフ画像
を作成する（図４参照）。
【００５５】
　閾値の値は、所定の範囲、例えば２日以上７日以内に範囲で変更することが可能である
。例えば図６に示す閾値設定用の画像の表示中に、入力検出部２０が所定の範囲内の任意
の位置のタップ入力を検知すると、制御部２４は閾値を変更する。
【００５６】
　次に、管理装置１２の制御部２４が実行する時間範囲の変更処理について、図７のフロ
ーチャートを用いて説明する。時間範囲の変更処理は、発電装置などが供給する電力、お
よび／または機器などに用いられる電力の履歴を表示する入力を入力検出部２０が検出す
るときに開始する。
【００５７】
　ステップＳ１００において、制御部２４は、グラフ画像として表示する電力の種類を表
示装置１１から取得する。最初にグラフ画像に用いる電力は、瞬時値および積算値の何れ
であってもよい。何れであるかは、予め定められていてもよいし、履歴表示の入力時に同
時に定められてもよい。電力の種類を取得すると、ステップＳ１０１に進む。
【００５８】
　ステップＳ１０１では、制御部２４は、表示する電力の履歴をデータベース２５から読
出し、グラフ画像を作成する。グラフ画像の作成後ステップＳ１０２に進み、制御部２４
は作成したグラフ画像を表示装置１１に送信し、表示部１９に表示させる。グラフ画像を
表示させると、プロセスはステップＳ１０３に進む。
【００５９】
　ステップＳ１０３では、制御部２４は、入力検出部２０がピンチインおよびピンチアウ
トの何れかの入力を検出しているか否かを判別する。ピンチインおよびピンチアウトの何
れの入力も検出しなかった場合には、ステップＳ１０３に戻る。ピンチインおよびピンチ
アウトの何れかの入力を検出した場合には、プロセスはステップＳ１０４に進む。
【００６０】
　ステップＳ１０４では、制御部２４は、ピンチインおよびピンチアウトの何れか一方の
入力に対応する時間範囲が閾値を越えるか否かを判別する。時間範囲が閾値を超える場合
には、プロセスはステップＳ１０５に進む。時間範囲が閾値以下である場合には、プロセ
スはステップＳ１０７に進む。
【００６１】
　ステップＳ１０５では、制御部２４は、入力された時間範囲における電力の積算値をデ
ータベース２５から読出す。積算値を読出すと、プロセスはステップＳ１０６に進む。ス
テップＳ１０６では、制御部２４は、読出した電力の積算値を用いて、棒グラフ状のグラ
フ画像を作成する。グラフ画像を作成すると、プロセスはステップＳ１０９に進む。
【００６２】
　ステップＳ１０４において時間範囲が閾値以下であると判別された場合に進むステップ
Ｓ１０７では、制御部２４は、入力された時間範囲における電力の瞬時値をデータベース
２５から読出す。瞬時値を読出すと、プロセスはステップＳ１０８に進む。ステップＳ１
０８では、制御部２４は、読出した電力の瞬時値を用いて、折れ線グラフ状のグラフ画像
を作成する。グラフ画像を作成すると、プロセスはステップＳ１０９に進む。
【００６３】
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　ステップＳ１０９では、制御部２４は、ステップＳ１０６またはステップＳ１０８にお
いて作成されたグラフ画像を表示装置１１に送信し、表示部１９に表示させる。グラフ画
像を表示部１９に表示させると、時間範囲の変更処理を終了する。
【００６４】
　以上のような構成の第１の実施形態の管理装置１２によれば、ユーザがグラフ画像の時
間範囲を変更した場合に、電力の単位を自動的に切替えることが可能である。電力の単位
を時間範囲に適した単位に自動的に切替えるので、ユーザの利便性を向上可能である。
【００６５】
　また、第１の実施形態の管理装置１２によれば、グラフ画像に表示される電力の単位を
切替えるときにグラフの種類も切替えるので、単位が切替わったことをユーザに容易に認
識させることが可能である。
【００６６】
　また、第１の実施形態の管理装置１２によれば、グラフ画像に表示される電力の単位を
切替える閾値を変更可能なので、ユーザの好みに応じて表示を切替えさせることも可能で
ある。
【００６７】
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。第２の実施形態ではグラフ画像の作成を表
示装置が行う点において第１の実施形態と異なっている。以下に、第１の実施形態と異な
る点を中心に第２の実施形態について説明する。なお、第１の実施形態と同じ機能および
構成を有する部位には同じ符号を付す。
【００６８】
　図８に示すように、第２の実施形態における電力制御システム１００は、表示装置１１
０、管理装置１２０、スマートメータ１３、パワーコンディショナ１４、太陽光発電シス
テム１５、および蓄電部１６を含んで構成される。スマートメータ１３、パワーコンディ
ショナ１４、太陽光発電システム１５、および蓄電部１６の構成および機能は、第１の実
施形態と同じである。
【００６９】
　図９に示すように、表示装置１１０は、表示部１９、入力検出部２０、制御部２１０、
およびインターフェース２２を含んで構成される。表示部１９、入力検出部２０、および
インターフェース２２の機能および構成は第１の実施形態と同じである。
【００７０】
　第１の実施形態と同様に、制御部２１０は表示装置１１０を構成する各機能部を制御す
る。第１の実施形態と異なり、制御部２１０はグラフ画像を作成する。グラフ画像を作成
するために、グラフ画像を表示する入力を入力検出部２０が検出すると、制御部２１０は
必要な電力の情報を管理装置１２０に要求する。制御部２１０は要求した電力の情報を取
得し、グラフ画像を作成する。作成したグラフ画像を表示部１９に表示させる。
【００７１】
　図１０に示すように、管理装置１２０は、受信部２３および制御部２４０を含んで構成
される。受信部２３の構成および機能は第１の実施形態と同じである。
【００７２】
　第１の実施形態と同様に、制御部２４０は電力制御システム１００における各機器の電
力を制御する制御信号および／表示装置１１０に通知する情報を生成する。また、第１の
実施形態と同様に、制御部２４０は、電力制御システム１００における各機器の電力を管
理するために、受信部２３が取得する情報を蓄積する。また、第１の実施形態と同様に、
制御部２４０はデータベース２５を有している。また、第１の実施形態と同様に、制御部
２４０は瞬時値に基づいて、電力の積算値を算出する。
【００７３】
　第１の実施形態と異なり、制御部２４０は、グラフ画像の作成を行わない。前述のよう
に、表示装置１１０の制御部２１０が電力の情報を要求するときに、グラフ画像を作成す
ることなく当該情報を制御部２１０に通知する。
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【００７４】
　次に、表示装置１１０の制御部２１０が実行する時間範囲の変更処理について、図１１
のフローチャートを用いて説明する。時間範囲の変更処理は、発電装置などが供給する電
力、および／または機器などに用いられる電力の履歴を表示する入力を入力検出部２０が
検出するときに開始する。
【００７５】
　ステップＳ２００において、制御部２１０は、グラフ画像として表示する電力の情報を
管理装置１２０に要求する。電力の情報を要求すると、ステップＳ２０１に進む。
【００７６】
　ステップＳ２０１では、制御部２１０は、管理装置１２０から取得した電力の情報に基
づいて、電力の履歴を示すグラフ画像を作成する。グラフ画像の作成後ステップＳ２０２
に進み、制御部２１０は作成したグラフ画像を表示部１９に表示させる。グラフ画像を表
示させると、プロセスはステップＳ２０３に進む。
【００７７】
　ステップＳ２０３では、制御部２１０は、入力検出部２０がピンチインおよびピンチア
ウトの何れかの入力を検出しているか否かを判別する。ピンチインおよびピンチアウトの
何れの入力も検出しなかった場合には、ステップＳ２０３に戻る。ピンチインおよびピン
チアウトの何れかの入力を検出した場合には、プロセスはステップＳ２０４に進む。
【００７８】
　ステップＳ２０４では、制御部２１０は、ピンチインおよびピンチアウトの何れか一方
の入力に対応する時間範囲が閾値を越えるか否かを判別する。時間範囲が閾値を超える場
合には、プロセスはステップＳ２０５に進む。時間範囲が閾値以下である場合には、プロ
セスはステップＳ２０７に進む。
【００７９】
　ステップＳ２０５では、制御部２１０は、入力された時間範囲における電力の積算値を
管理装置１２０に要求する。積算値を要求すると、プロセスはステップＳ２０６に進む。
ステップＳ２０６では、制御部２１０は、管理装置１２０から取得した電力の積算値を用
いて、棒グラフ状のグラフ画像を作成する。グラフ画像を作成すると、プロセスはステッ
プＳ２０９に進む。
【００８０】
　ステップＳ２０４において時間範囲が閾値以下であると判別された場合に進むステップ
Ｓ２０７では、制御部２１０は、入力された時間範囲における電力の瞬時値を管理装置１
２０に要求する。瞬時値を要求すると、プロセスはステップＳ２０８に進む。ステップＳ
２０８では、制御部２１０は、管理装置１２０から取得した電力の瞬時値を用いて、折れ
線グラフ状のグラフ画像を作成する。グラフ画像を作成すると、プロセスはステップＳ２
０９に進む。
【００８１】
　ステップＳ２０９では、制御部２１０は、ステップＳ２０６またはステップＳ２０８に
おいて作成されたグラフ画像を表示部１９に表示させる。グラフ画像を表示部１９に表示
させると、時間範囲の変更処理を終了する。
【００８２】
　以上のような構成の第２の実施形態の表示装置１１０によっても、ユーザがグラフ画像
の時間範囲を変更した場合に、電力の単位を自動的に切替えることが可能である。したが
って、ユーザの利便性を向上可能である。また、第２の実施形態の表示装置１１０によっ
ても、グラフ画像に表示される電力の単位を切替えるときにグラフの種類も切替えるので
、単位が切替わったことをユーザに容易に認識させることが可能である。また、第２の実
施形態の表示装置１１０によっても、グラフ画像に表示される電力の単位を切替える閾値
を変更可能なので、ユーザの好みに応じて表示を切替えることも可能である。
【００８３】
　本発明を諸図面や実施形態に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種
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々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修
正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
【００８４】
　例えば、第１の実施形態および第２の実施形態において、電力の履歴に関するグラフ画
像が作成され、表示する時間範囲に応じて電力の単位が切替えられる構成であるが、グラ
フ画像が作成されるのは電力の履歴に限定されない。例えば、ガスの流量および水道水の
供給量などの変量の履歴を示すグラフ画像が作成され、時間範囲に応じて表示単位が瞬時
値および積算値に切替えられる構成であってもよい。
【００８５】
　第１の実施形態および第２の実施形態において、入力検出部２０はタッチパネルである
が、専用のコントローラ、キーボード、マウスなど、各種の入力装置を採用してもよい。
このような入力装置を採用する場合、入力検出部２０は、表示部１９に表示したアイコン
のオブジェクトなどの箇所までカーソルまたはポインタなどを移動させる入力を検出可能
である。また、入力検出部２０は、このようなオブジェクトなどの表示に対応する入力、
すなわちオブジェクトなどを選択する入力を検出可能である。
【符号の説明】
【００８６】
　１０、１００　電力制御システム
　１１、１１０　表示装置
　１２、１２０　管理装置
　１３　スマートメータ
　１４　パワーコンディショナ
　１５　太陽光発電システム
　１６　蓄電部
　１７　分電盤
　１８　負荷機器
　１９　表示部
　２０　入力検出部
　２１、２１０　制御部
　２２　インターフェース
　２３　受信部
　２４　制御部
　５０　商用電源
　６０　系統ＥＭＳ
　６１　データベース
　７０　ネットワーク
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